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　平成１９年度２回目の狂犬病予防注射と畜犬の登録を、下記の日程で実施します。

　犬を飼っている方で４月に狂犬病予防注射を受けなかった方、また平成７年度以降畜犬登録をされていない方は、

必ず受けてください。

　なお注射は生後９１日以上の犬が対象になります。（年１回の注射ですので、４月に受けた犬は対象外です。）

　また、室内犬（小型犬）についても同様の扱いとなります。
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☆以上の日程の中で都合の良い所で登録と注射をしてください。
☆往診依頼で注射をする場合は、別途往診料がかかります。（１件につき５００円）
☆新しく犬を飼い始めた場合や、死亡、移動があった場合は必ず町民課住民生活グループまで連絡してください。
【問い合わせ先】町民課住民生活グループ（�２－２４５４　内線１２５）
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